
Title 英国の貴族院問題
Sub Title
Author 林, 毅陸

Publisher 三田学会
Publication year 1910

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.4, No.3 (1910. 9) ,p.247(1)- 276(30) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19100900-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


一
一
一
一
同
事
曾
雑
誌
第

四

巻

第

参

競

=..，.A、
言煽

ザ兄
ニ戸一回

英

闘

の

貴

族

院

問

題

林

毅

陸

/ 

-調.

1 

英

閣

は

目

下

貴

族

院

問

題

に

付

憲

法

上

の

危

機

仁

臨

み

つ

h

あ
t
9
0

主
ド
ワ
;
ド
.
レ
匂
一
世
の

崩
御
並
仁
之
仁
引
戯
け
る
夏
季
休
暇
は
此
問
題
に
小
康
正
輿
へ
、
一
一
時
休
戦
の
翻
慨
を
墨
す
と
縦

号
、
休
戦
は
闘
よ

ι
リ
戦
闘
の
終
t
9
大

る

を

意

味

す

る

に

非

ホ
J

。

来

る

十

一

月

議

舎

新

仁

召

集

せ

ら
れ
ば
い

α
政
治
季
節
に
入
る
と
共
に
)
此
問
題
は
英
図
朝
野
論
争
の
焼
結
と
な
ι
リ
、
或
は
矯
仁
積

樋
の
政
一
援
を
は
誘
勉
す
る
な
ら

λ
。

俄

b
vト
大
破
裂
の
極
端
仁
迄
は
走
ら
み
Y
E
C
ず
る
号
、
此
問

題

の

根

紙

に

横

は

る

大

争

議

は

到

底

姑

息

の

妥

協

を

許

す

g
の
仁
非
歩
。

実
、
闘
の
，
黄
山
族
一
箆
間
一
題

今

年

若

し

業

の

大

4・. 

ニ
四
七



弘

、
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L
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h
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英
闘
の
品
員
、
族
院
問
題

一一一回
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2 

解
決
を
見
一
歩
一
と
せ
ば
、
英
悦
唯
勝
目
の
短
期
じ
遜
~
ぎ
も
d

る
べ

La
ト
輩
英
闘
の
貴
族
院
問
題
は
其

の
来
る
甚
だ
濯
ぐ
、
二
一
一
旬
以
て
之
を
蔽
ヘ
ば
、
英
図
政
治
的
生
活
の
自
然
の
護
法
之
を
促
せ
る
唱

の
に
し
て
、
決
し
て
姑
息
な
る
小
策
の
能
く
蕗
理
し
去
る
を
得
る
所
仁
非
含
る
な
よ
り
。

抑
・
宅
英
闘
の
政
治
史
仁
於
て
一
六
八
八
年
の
革
命
が
一
大
分
岐
鮪
を
劃
す
る
は
人
の
知
る

而
し
て
此
革
命
が
一
大

¥
d

分
岐
欧
州
な
る
所
以
は
、
要
す
る
に
園
舎
一
振
と
王
権
振
と
の
争

が
如
し
。

、4

s 

を
一
決
し
会
L
リ
北
る
仁
在
ム
リ
、
政
治
上
の
安
纏
を
王
の
子
ょ
ん

J

奪
ふ
て
図
舎
に
移
し
北
る
仁
在

徐
々

K
勢
力
を
増
し
来
れ
る
園
舎
と
蕎
勢
力
の
雑
持
に
熱
必
な
る
王
と
除
、
十
レ
七
世
紀
を

惑

b
て
最
も
激
烈
な
る
争
闘
仁
耽
'
り
し
が
、
一
六
八
八
年
の
革
命
は
之
仁
最
後
の
決
定
を
奥
ヘ
、

英
図
の
近
世
的
閥

王
を
し
て
閥
舎
の
下
位
に
立
食
合
る
を
得
ぎ
る
仁
至
ら
し
め
大
る
な
L

リ。

舎
政
治
の
基
礎
以
安
仁
此
革
命
仁
て
築
か
れ
セ
る
な

b
。
次
で
十
八
世
紀
前
宇
中
仁
は
、
ロ
バ

ー
へ
の
ノ
オ
ル
ボ
ー
ル
の
如
を
大
政
治
家
が
二
十
一
年
の
外
し
仁
一
旦

b
、
岡
舎
の
勢
力
を
後
援
と

し
て
政
棋
を
掌
握
す
る
あ
ち
大
仁
園
舎
政
治
の
議
建
を
助
け
北

b
Q

然
れ
ど
も
此
岡
舎
は
上

下
雨
院
よ
r
り
成
る

0
.
4

爾
院
相
会
し
て
王
棋
を
倒
し
な
る
は
可
な
t
り
と
雄
港
、
王
権
倒
れ
た
る
後

に
於
け
る
爾
院
関
係
滋
之
を
如
何
仁
す
べ
き
や
。

問
舎
は
阪
に
政
治
上
の

主
人
E

乙
な
れ
る
号
、

制
間
合
中
の
資
放
院
と
廊
民
院
と
何
れ
が
主
主
J

り
従
北
る
べ
き
や
。

白
川
民
と
こ
者
同
時
に
主
人
の
地
伎
を
い
点
ひ
る
能
は
中
前
ノ
。

天
仁
二
日
鉦
川
し
。

賞
核
I
C

上
下
一
雨
院
の
衝
突
が
避
け
難
き
の
勢

と
な
れ
る
を
見
る
ぺ
し
。

然
れ
ど
が
も
十
八
世
中
川
μ
先
づ
無
事
な
る
を
得
な

bo

を
有
し
、
康
民
の
地
位
は
未
だ
甚
だ
高
か
ら
歩
、
弱
者
瓦
外
の
敵
な
る
を
得
ぎ

b
し
の
み
か
、
選
泉

貴
放
は
砂
何
時
猶
一
般
に
大
な
る
勢
力

訟
の
不
完
会
は
貴
族
を
し
て
多
数
の
偽
侃
を
下
院
仁
有
ず
る
を
得
せ
し
め
，
セ

b
。

上

下

雨
院

分
立
す
と
は
云
ヘ
、
健
方
を
遜

b
て
之
・
を
支
配
す
る
者
は
貴
族
な

ιり
し
な

6
0

底
民
院
は
十
八

世
犯
の
閣
に
大
に
英
勢
力
を
増
し

t
tり
と
は
一
五
ヘ
、
之
を
卒
ゐ
る
は
失
張
費
放
な

-b
し
な

tり。

業
の
代
表
す
る
利
採
は
貴
校
院
よ
」
同
い
v

く
地
主
的
貴
族
の
利
読
な
F

り
し
な
F

り。

遊
感
法
改
正

論
の
戒
態
に
就
き
バ
ジ

ヂ
、
同
起
原
の
二
院
を
有
し
北
t

り
、
優
越
的
要
素
は
同
一

γ
ト
依
ム
ツ
て
防
が
れ
た
p

りじと。

3
れ
ど
新
に
勃
興
し
来
れ
る
商
工
の
新
階
級
は

ヨ
ッ
ト
は
日
く
づ
や
同
時
)
英
樹
憲
法
以
起
原
を
異
に
す
る
の
二
院
を
有
せ

な
る
の
二
院
を
有
し
北
・
今
、
不
和
の
危
険

は
隠
密
の
統
一

能
川
氏
院
の
質
械
が
地
主
的
資
般
の
手
に
在
る
を
不
修
理
の
晶
一
し
を
者
と
然
し
、
選
率
訟
の
改
正

日

少
}
絶
叫
し
、
殆
ど
草
命
に
瀕
す
る
の
大
争
闘
の
後
、
誌
に
去
の
目
的
を
還
し
花
E
h
J
O

是
れ
却
も
一

繋

留

の

貴

族

院

問

題

日
一
四
九



英
閉
め
ム
畏
族
院
問
題

一
出
品
。

4 

八
一
一
一
三
年
の
御
成
感
法
改
正
に
し
て
、
業
後
康
民
院
は
主
と

L
て

商

工

的

新

階

級

の

代

表

機

関

と

な
台
、
多
数
閥
民
の
後
援
を
カ
と
し
て
毅
然
貴
族
院
に
艶
抗
し
、
政
治
上
の
安
雄
を
其
手
仁
奪

q

何千旬 、一-~..一叫.，

' 

貴
族
院
を
し
て
従
者
の
地
位
仁
立
文
相
d

る
を
'
得
診
る
仁
査
も
し
め
花

290

は
最
早
英
の
起
原
及
要
素
を
異
に
し
、
其
の
代
表
す
る
利
益
を
異
に
し
託
業
の
思
想
上
の
悦
向

ど
異
仁
し
、
一
剛
院
問
の
一
致
和
合
は
自
然
防
お
み
難
く
な
れ
B
O
o
r
J
ア
ヅ
ド
ス
ト
ー
ン
日
y
ミ
ベ
一
八

コ
シ
ト
ラ
ヲ
イ
ヱ
千

I

コ
ン
ア
リ
グ
ト

‘
一
二
乙
年
の
選
邸
中
法
改
王
前
に
は
、
貴
族
院
と
廊
民
院
之
の
間
に
背
反
は
あ
ん
，
、
北
る
毛
衝
突
は
鉱
山

改
庄
選
泉
法
成
虫
し
、
選
泉
区
民
の
麓
・

r
ト
依
る
の
外
、
何
人
宅
康
民
院
議
員
、
文
る
を
得

而
し
て
土
下
'
雨
院

か
ら
を
。

芳
一
る
の
大
主
義
始
め
て
磁
立
せ
ら
る
、
ゃ
、
土
下
雨
院
の
背
反
ー
は
更
に
増
大
し
て
激
甚
と
な
b
、

慾
仁
両
院
聞
の
一
一
般
頴
箸
な
る
不
和
及
衝
突
と
な
ら
ぎ
る
を
得
合
る
と
と
明
と
な
れ

6
円一一色。

印

私

今

日

の

上

下

爾

院

の

衝

突

り

銃

仁

美

端

や

二

八

三

二

年

の

選

準

法

改

正

仁

議

せ

る

を

見

る
ぺ
し
。

-・哩・e
・_"

一
八
一
一
一
二
年
以
来
の
形
勢
を
見
る
に
、
貴
絞
院
は
必
ホ
ノ
し
屯
反
動
政
策
を
取
ら
ん
之
は
せ
合

、

t
り
を
。

選
懇
法
改
正
仁
封
し
極
め
て
頑
強
仁
挺
抗
は
し
セ
る
-
号
、
遂
に
屈
し
て
之
に
同
意
す
る

や
、
亦
敢
て
諮
襲
を
試
み
ん
と
は
せ
歩
、
康
民
院
が
隆
々
と
し
て
勢
力
を
増

ι来
る

を

不

満

足

な

が
ら
也
承
認

L
、
夫
陸
諸
闘
に
見
る
が
如
を
復
奮
反
動
の
運
動
に
耽
ら
歩
、
バ
ジ
ヨ
ッ
ト
の
所
謂

ハ
イ
ポ
セ
手
力
n
H
V
Z
ト

I

『
一
一
臓
の
仮
設
的
資
認
権
』
に
縞
足
し
、
絵
案
の
通
過
を
一
時
停
止
す
る
に
甘
ん

b
、
下
院
の
意
見
が

奨
仁
闘
民
の
意
思
宮
代
表
、
歩
る
と
と
明
と
な
ら
ん
じ
は
、
業
反
鈎
を
撤
回
す
る
を
常
と
し
大

60

‘ 

特
ド
財
政
仁
閥
係
あ
る
所
剤
師
マ
ニ
}
・
ピ
ル
広
闘
し
て
は
、
一

λ
六
O
年
以
来
裳
の
叶
仮
設
的
否
認

継
ら
を
ず
ら
行
は
歩
、
下
院
が
濁
'
・
0

自

由

仁

財

政

上

の

虎

斑

を

鴻

す

を

許

し

校

在

。

上

院

と

し

て

依
願
る
御
願
仁
立
抑
遜
務
ん
と
諒
拡
合
る
を
得
、
d

お
な
よ
り
。

然
れ
ど
か
V

貴
族
院
は
如
何
に
温
順
仁
且
抑
遜
な
ら
と
は
一
五
ヘ
、
業
組
織
の
性
質
上
避
け
難
き

時

勢

の

進

歩

と

共

に

進

歩

す

る

を

得

ぎ

る

乙

と

郎

も

是

れ

な

L
M
O

一
大
柿
収
賄
を
有
し
北

b
。

，.，.， 

d 

新
粧
舎
の
新
密
集
に
締
れ
て
其
血
液
を
新
仁
ー
す
る
を
得
合
る
と
と
郎
も
是
れ
な
t
り
。
是
れ
貴

放

院

が

専

ち

世

襲

貴

族

上

6
成
ぷ
の
白
然
の
結
果
に
し
て
、
特
に
上
認
選
翠
務
改
正
後
、
下
院
、
が

政

治

上

の

主

人

と

忍

る

と

共

に

上

院

ほ

寧

ろ

背

面

に

葬

ιれ
、
政
治
の
活
舞
喜
一
よ
E

り
議
含
か
る

仁
従
ぴ
、
英
議
品
同
は
ム
続
々
議
院
の
事
務
に
冷
淡
と
な
よ
弘
、
活
枇
舎
の
活
事
情
に
多
く
の
性
意
を
挑

仰
い
歩
、
貴
族
院
と
安
隊
枇
舎
と
の
距
離
は
ー
念
々
遠
く
な
れ
・
れ
-9。

斯

ぐ

て

貴

族

院

は

日

進

究

明

の

挟
間
ー
の
貴
族
院
問
題

ニZ
A
}



英

図

の

貴

族

院

問

題

-五一

6 

枇
舎
に
於
け
る
不
可
思
議
な
る
制
度
と
し
て
化
石
し
了

b
、
唯
保
守
主
義
の
堅
訟
と
し
て
の
み
'

特
色
を
有
す
る
乙
と
と
な
れ
J

り。

佐
襲
主
義
の
貴
族
院
が
次
第
仁
化
石
し
了
れ
る
問
仁
、
康
民
院
は
度
々
の
選
ト
禁
法
改
正
に
依

ら
て
刻
々
に
共
の
内
容
を
改
め
、
一
枇
舎
に
於
け
る
民
主
的
傾
向
の
増
進
と
共
に
A

続
々
民
主
的
と

な
ら
来
れ
-

F

り。

一
八
三
二
年
の
第
一
選
恕
法
改

E
は
航
仁
康
民
院
に
新
要
素
と
新
活
力
と
を

血ハヘ
b
k
t
り
し
が
、
一
八
六
レ
七
年
の
第
二
迷
惑
・
法
改
正
は
所
詔
一
九
時
中
の
飛
躍
い
を
紡
行
し
〈
、
大
仁
議

一
八
八
四
年
の
第
三
選
集
法
改
正
は
一
真
に

事
貨
に
於
て
は
殆
ど
普
通
選
怒
と
選
良
な
ぎ
に
至
れ
I

り。

一
一
般
の
選
泉
楼
披
議
を
行
以
、

感
棋
を
擁
立
扶
し
、
次
に

一
八
八
同
年
二
月
二
十
九
日
、
首
相

グ

フ

ッ

ド

ス

ト

i

ン
は
下
院
に
於
て
共
の
選
感
怯
改
玉
案
を
説
明
す
る
北
め
二
時
間
に
一
旦
る

@ 

の
大
演
説
を
潟
せ
し
が
、
集
中
彼
は
某
改
玉
案
、
が
遊
感
・
棋
を
披
張
す
る
と
1
ζ

、
到
底
前
二
回
の
欧

一
止
の
北
に
非
な
る
乙
と
を
指
摘
し
.
注
の
如
く
守
口
ヘ
J

り。

一
八
三
二
年
の
改
忠
弘
叶
料
、
ジ
ヨ

Y
6
7

ッ

セ
ル
卿
(
此
案
の
挽
問
者
)
の
抜
測
仁
擦
れ
ば
、
議
翠
人

五
百
寓
を
般
加
す
と
一
五
は
れ
た
る
も
、
事
費
に
於
て
は
五
十
世
間
よ
ム
ソ
名
逢
仁
少
な
か
t

り
さ
。

次
仁
一
八
六
七
年
よ

一
八
六
六
年
仁
懲
泉
人
の
総
数
以
百
十
三
高
六
千
人
な
』
り
し
な
ら
。

'
h
ノ
町
六
九
年
仁
至
る
問
の
改
正
仁
〈
、
其
数
二
百
四
十
四
高
八
千
人
と
な
れ
I

り
。
以
後
今
日

仁
去
る
迄
に
実
数
自
然
仁
増
加
し
、
現
数
拡
約
三
百
一
高
じ
建
ず
。
而
し
て
今
鼓
仁
提
出
せ
る

法
案
仁
従
へ
ば
、
英
蘭
は
百
三
十
市
内
入
、
蘇
格
競
は
二
十
市
内
入
、
愛
繭
は
四
十
蕗
入
、
合
計
約
二
百

一
向
人
を
増
加
す
る
答
な
ι
り。

却
も
一
八
六
レ
七
年
以
来
増

3
・
れ
北
る
者
の
約
二
倍
、
叉
一
八
-

二
年
・
に
滑
き
れ
忙
る
者
の
問
倍
以
上
を
増
す
謬
な
3

ハノ。

f . 

携
わ
る
選
泉
椛
の
大
様
様
が
・
能
川
民
院
の
佐
賀
仁
如
何
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
べ
を
や
拡
、
敢
て

貨
に
全
英
闘
を
遁

b
て
駿
々
と
し
て
進
み
来
れ
る
民
主
々

蹴
々
の
説
明
を
侠
つ
迄
名
無
し
，

u

義
及
急
激
主
義
の
傾
向
は
、
選
泉
構
の
擦
張
を
経
る
ん
時
に
其
の
係
勢
を
下
院
仁
反
ぽ
し
、
下
院
を

し
て
盆
々
民
主
的
急
激
的
と
な
ら
し
め
北

δ
し
が
、
特
に
最
近
の
第
三
改

E
が
一
邸
中
仁
二
百
寓

人
を
噌

J

し

k
る
の
一
事
は
、
此
傾
向
に
強
大
な
る
刺
戟
を
典
ヘ
た
よ
り
。

'

j

、

ー

ー

近
・
来
勢
働
設
な
る
者
が

下
院
の
内
部
に
現
は
件
、
下
院
の
立
法
が
次
第
仁
社
合
主
義
的
と
な
れ
る
如
き
、
敢
て
偶
然
に
非

山
?
と
朔
ふ
ぺ
し
。

貴
族
院
が
数
世
総
-
来
の
蕗
態
を
守
'
ム
ソ
て
老
母
路
型
化
せ
含
る
乙
之
上
仁
山
一
一
口
へ

7 

る
が
如
く
な
る
い
L
、
康
民
院
は
之
仁
反
し
て
時
代
と
共
に
媛
花
し
、
其
性
質
は
益
々
、
民
主
的
と
な

雨
院
荒
遂
に
一
大
衝
突
を
然

3

S
る
を
得
ん
や
。

ー
り
、
金
一
傾
向
は
諮
々
急
激
ー
し
な
れ
よ
ツ
。

十

九

英
闘
の
貴
族
院
問
題

ニ五一一一
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j

英

国

の

貴

族

院

問

題

一

一

五

回

世
紀
の
新
思
想
か
吸
ぴ
、
二
十
世
紀
の
新
潮
流
仁
滋
を
立
て
る
康
民
院
、
お
ん
ぞ
能
く
数
世
紀
前

の
衣
冠
ハ
り
俸
に
化
石
せ
る
貴
族
院
と
和
合
す
る
を
得
ん
や
。
一
八
六

oa--a
紙

税

廃

止

法

案

に

関
す
る
上
下
爾
院
の
衝
突
は
、
一
時
重
大
な
る
憲
徐
的
危
機
を
生
ヒ
、
下
院
が
遂
仁
此
法
案
を
一

般

務

算

案

中

仁

合

ま

し

め

て

上

院

に

怠

る

に

及

q上
院
は
譲
歩
し
、
爾
来
五
十
年
問
マ
コ
!
ピ

ル

に

容

政

せ

芯

る

の

慣

例

を

作
L

リ
た
よ
リ
し
が
、
此
衝
突
と
下
院
の
此
勝
利
と
は
要
す
る
に
・
第
一

実泊・・・
2

・
JMLF目

選
禁
法
改
正
の
結
果
に
外
な
ら
・
ヂ
。

今
岡
の
上
下
爾
院
の
衝
突
、
立
亦
第
二
及
第
三
選
翠
法
改

八

十

年

前

英

国

政

局

の

主

人

文

る

の

基

礎

を

作

b
、
五
十
年
前

上
院
の
マ
コ
i
・
ピ
ル
否
認
権
を
事
費
上
布
名
無
賓
と
鍔
ず
の
策
を
取

6
セ
る
康
民
院
が
、
今
一
日

一
誌
に
貴
族
院
椴
カ
制
限
に
一
歩
を
進
め
ん
と
す
る
は
、
畢
一
覧
事
物
褒
遼
の
自
然
、
の
頗
路
を
迫
ヘ

正
の
結
果
な
ち
ヂ
と
せ
ん
や
。

る
者
に
し
て
、
決
し
て
突
然
の
革
命
仁
は
非
歩
。

率
九
之
を
進
化
的
革
命
の
稜
展
と
呼
ば
ん
の
み
。

若
し
革
命
な
る
文
字
を
用
ゐ
得
べ
し
と
せ
ば
、

5・・・--埠

更
に
保
守
熊
務
自
由
黛
の
関
係
を
見
る
い
札
、
亦
一
言
を
要
す
る
者
あ
・

60

は
要
す
る
に
保
守
自
由
雨
露
の
衝
突
仁
外
在
ら
な
れ
，
ば
な
，
9
0
F
保

守

議

は

岡

よ

ιリ
貴
校
院
の

上

下

雨

院

の

衝

突

E
F
5
7
r
E
i
;
l
}
 

如
と
・
に
停
滞
不
動
な
t
り
し
に
非
安
。
保
守
業
一
由
来
活
識
達
才
の
政
治
家
仁
宮
む
。
名
，
は
保
守

と
一
五
ふ
名
決
し
て
肱
吋
勢
と
並
ハ
に
移
る
を
忘
れ
大
る
に
非
安
。
其
名
稽
ず
ら
今
日
は
統
一
一
窯
と

改

ま

れ

る

な

ら

。

然

れ

ど

も

保

守

議

の

移

ぷ

は

自

由

議

の

務

る

に

比

し

て

其

方

向

を

異

に

し

北
t
り
。
此
ニ
政
議
は
互
に
其
特
色
の
傾
向
‘
を
異
一
仁
ず
べ
き
運
命
を
有
せ
し
な

60

ト

1
リ

i
及
ホ
イ
ッ
グ
ー
が
壬
糖
波
及
民
檎
振
と
し
て
封
立
惜
し
は
伐
仁
濯
を
説
会
に
属
す
。

穀
税
論
紘
一
時
自
由
貿
易
及
保
護
貿
易
の
論
争
を
惹
起
し
、
雨
黛
野
立
の
旗
峨
と
な

b
セ
ら
と

雌
述
、
穀
税
廃
止
後
の
商
工
業
の
隆
感
は
白
山
撲
の
自
由
貿
易
主
義
を
し
て
凱
歌
を
奏
せ
し
め
、

丸
信
英
図
民
之
ド
随
喜
し
、
最
早
此
問
題
を
以
て
政
界
の
争
賠
と
錯
す
を
得
会
る
に
至
ら
し
め
大

bq
此
後
悲
越
の
極
に
陥
れ
る
保
守
議
仁
新
活
気
を
血
ハ
ハ
、
以
て
英
勢
カ
を
復
活
せ
し
め
北
る

は
、
ヂ

λ

じ
リ
!
な
1

り
、
ヂ
ス

b

y

!

の
・
情
側
主
義
的
外
交
な
ら

3

而

し

て

最

近

仁

於

て

チ

ヱ

ム

バ
レ

l

y

が
ー
晴
樹
主
義
的
植
民
策
を
唱
で
・
一
陶
阿
戦
争
の
勝
利
・
に
大
仁
黛
勢
を
.
捺
ら
、
次
で
関
説

改
革
論
を
以
て
人
必
吸
牧
の
新
旗
臓
と
然
せ
芯
は
、
自
ら
是
れ
保
守
議
体
来
の
特
色
を
一
不
ず
者

な
F
9
0

。

保

守

紫

叉

は

統

一

議

の

閥

枕

改

革

論

は

現

在

に

於

て

は

未

だ

大

に

勢

力

あ

ら

と

謂

ふ

を

得

争

一一五五

英
閣
の
貴
族
院
問
題
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一
五
六

10 

英

闘

の

貴

族

院

問

題

2
M
Q
昔
、
其
の
常
闇
主
義
的
色
彩
は
自
ら
時
代
芯
湖
と
令
致
ず
る
者
あ
ら
、
践
は
港
仁
会
英
を
風

廃
す
る
に
至
る
や
宅
測
よ
り
難
し
。
且
此
議
論
の
安
際
的
債
値
は
猶
大
な
る
研
究
を
要
す
る
と

す
る
培
、
母
闘
と
揃
民
地
と
の
問
に
一
種
の
関
税
同
盟
を
組
織
し
、
大
英
会
帝
闘
の
統
一
た
闘
の
、

依
っ
て
以
て
他
の
競
争
関
特
に
濁
逃
仁
蛍
る
べ
し
と
の
主
張
に
は
、
少
な
く
と
唱
〔
種
帝
国
的

抱
負
の
奈
祉
な
る
あ
ん
¥
一
種
奮
闘
的
活
気
の
横
議
せ
る
あ
F
O
、
自
ら
其
問
仁
人
必
を
魅
し
去
る

底
の
魔
力
存
す
。

保
守
撲
は
安
に
此
綬
務
的
常
閥
主
議
の
新
理
想
仁
新
活
気
を
得
、
之
を
旗
峨

と
し
て
雄
を
争
は
ん
止
す
。

彼
等
は
自
由
紫
、
が
自
由
貿
易
の
議
設
ド
拘
泥
し
て
務
る
を
知
ら

自
由
奨
文
る
者
何
者
一
を
以
て
之
1
ζ

封
戦
せ
ん
と
す
る
や
。

¥ 

グ
る
を
馴
笑
せ
る
・
な
ん
。

グ
テ
ッ
ド
ス
ト
}
ン
は
ず
ス
レ
リ

i

が
h
M
W

閥
主
義
的
外
交
に
依
p

り
て
議
勢
を
張
'
り
大
る
の

後
愛
蘭
自
治
の
新
旗
織
を
掲
げ
て
愛
蘭
諜
と
握
手
せ
し
が
、
不
幸
仁
も
之
が
潟
に
白
'
出
撲
の
分

裂
を
来
し
、
H
A

一
八
八
六
年
及
一
八
九
三
年
の
失
敗
を
蒙
FhJ
、
自
由
撲
を
し
て
爾
後
十
年
間
雌
伏

の
巴
ひ
を
得
、
d

る
仁
至
ら
し
め
北
J

り
。
愛
関
自
治
は
従
来
の
主
張
上
之
を
棄
つ
る
を
得
歩
と

織
が
も
、
之
を
以
て
陣
頭
の
旗
織
と
然
す
は
最
早
得
策
に
非
歩
。
然
刀
、
民
権
論
段
、
に
陳
腐
仁
嵐
し
、

自
由
貿
易
の
設
は
字
ぱ
英
紳
聖
を
失
弘
、
個
人
主
義
叉
は
し
ツ
セ
・
・
ー
ァ
出
}
ル
の
論
-
亦

λ
必
を
感

ぽ
ぬ

LtAも
L
b
F『

a
a
z
z
，

奮
せ
し
む
る
仁
足
ら
歩
。
自
由
紫
、
は
一
八
一
一
一

O
年
十
一
月
の
グ
レ

i

内
閣
成
立
よ
よ
リ
一
八
名

四
年
二
月
の
ヂ
ス
レ
リ

1
内
閣
組
織
仁
至
る
四
十
五
年
間
を
通

b
、
概
し
て
英
図
政
界
の
覇
模

を
握
1

り
、
共
の
白
由
論
結
政
治
上
並
仁
経
憐
上
仁
大
成
功
を
・
湾
し
な

6
7乙
離
が
も
、
時
一
勢
の
務
化
は

亦
如
何
と
が
も
匁
ず
能
は
み
が
ノ
。

嘗

初

従
来
の
自
由
論
は
最

L

半
世
人
の
戚
興
を
引
が
才
る
な
・
り
。

自
由
主
義
の
冠
上
に
輝
き
し
一
種
の
鑓
光
は
最
卒
学
、
ば
失
せ
去
れ
る
な
ん

/
O

是
γ

ト
於
て
自
由

紫
は
其
在
由
主
義
仁
一
一
線
廷
を
庇
ハ
へ
、
以
て
之
仁
新
光
明
を
紡
じ
じ
、
新
一
理
怒
を
加
ヘ
、
新
活
気
を
吹

込
り
を
一
裂
し
北
2
0
0

-
乃
も
願
て
町
悶
の
形
勢
を
察
す
る
、
仁
政
治
上
に
け
い
急
激
な
る
民
主
的
傾
向
の
穆
勃
と
し
て

幌
制
約
し
来
れ
る
み
ん
¥
絞
務
上
仁
は
産
業
卒
命
の
飴
弊
に
封
ず
る
不
平
の
絶
叫
の
耳
を
打
つ
あ

ー
ヮ
。
而
し
て
皮
々
の
幾
泉
権
擁
張
之
相
候
っ
て
、
民
主
的
批
合
的
融
労
働
的
新
勢
力
拡
、
綿
一
に
・
治
々

有
意
識
に
か
終
文
無
意
識
に
か
、
白
出
議
は
控
仁

一
一
角
仁
溢
れ
来
ら
ん
と
す
。

と
し
て
政
界
の

猟
漆
に
新
生
A

怖
を
求
む
べ
き
や
を
接
見
せ
ん
。

彼
等
は
此
一
新
勢
力
ー
ι
手
を
恨
ん
、
此
新
傾
向
の

制
仁
策

b
J以
て
枇
舎
的
政
策
の
新
旗
峨
を
樹
て
、
以
て
其
自
由
主
義
仁
新
理
想
新
活
力
を
胤
ハ
ふ

る
の
方
針
・
を
取
れ
FhJO

一
八
九
三
年
白
治
家
が
最
後
の
失
敗
を
蒙
A
J
、
次
せ
だ
一
ブ
ッ
ド
ス
ト
!

11. 

笑
閣
の
貴
族
院
、
問
題

二
五
・
屯

.~X' 



it-e 

英
闘
の
貴
族
院
問
題

一
五
八

12 

ン
が
沼
地
隠
し
北
る
後
、
英
の
後
楼
者
と
し
〈
約
一
年
治
!
?
・
自
由
蜘
県
内
閣
の
礎
晶
一
会
守
1
9
し
ロ
!
ズ

吋
リ
!
は
、
自
治
案
を
放
棄
す
る
と
共
仁
急
激
波
及
批
労
働
振
の
喜
ト
ぶ
べ
き
諸
種
の
改
革
を
企
て

な
J

り
し
が
、
十
年
ー
を
経
て
一
九

O
五

年

十

二

月

仁

室

b
政

権

を

閥

復

せ

る

カ

ム

バ

ル

ム

y

ナ

i

マ
ン
の
自
由
黛
内
閣
は
、
労
働
訳
出
身
の
バ

i

y

ス
と
急
激
娠
の
践
的
府
ロ
イ
ド
・
9

ヨ
ル
ジ
と
を

内
閣
員
に
抜
擢
し
、
共
の
計
劃
せ
る
諸
種
の
改
革
-
案
も
盆
々
枇
曾
的
批
労
働
的
特
色
を
接
揮
せ
ん
J

。

此
の
如
く
に
し
て
滋
に
昨
年
の
廿
・
4
ド

L
5
ル
ジ
の
震
豪
征
伐
を
特
色
と
す
る
認
平
命
的
』
叉
は

守
一
枇
曾
主
義
的
』
採
算
案
と
は
な
れ
る
な
よ
リ
。
一
向

L
て

斯

く

鱒

迩

し

来

れ

る

白

出

議

の

自

由

主

義

は
、
ぬ
来
の
個
人
主
義
と
は
大
仁
趣
を
異
に
し
、
レ
ッ
セ
@
ア
品

i

ん

論

と

は

殆

ど

正

反

訴

の

視

を

有
す
る
も
¥
然
も
宮
衰
の
経
線
開
的
組
側
占
JU
排
斥
す
・
る
は
貴
放
の
政
治
的
特
様
に
反
鈍
す
る
と
性

誌
を
同
ふ
し
、
峨
労
働
者
の
経
務
的
解
放
を
婆
求
す
る
は
卒
民
の
政
治
的
自
由
を
主
張
・
ず
る
之
本

立
法
手
段
に
依
ム
リ
閥
家
の
カ
を
舟
ぬ
ぐ
改
良
政
策
を
行
は
ん
と
す
る
ほ
、
唯
是
れ

• 

義
一
致
す
。

手
段
の
問
題
に
し
て
、
必

-
J

少
し
各
自
由
の
根
本
主
義
と
矛
盾
す
る
に
非
歩
。
畢
一
党
自
由
業
の
自

由
主
義
け
い
時
代
の
縫
涯
に
作
ふ
℃
自
然
の
議
遼
を
潟
せ
る
仁
外
な
ら
み

ru
叉

自

由

業

が

内

政

上
の
改
革
事
業
仁
主
力
を
性
?
は
、
統
一
議
が
鈎
外
的
帝
図
主
義
を
主
?
に
す
る
と
同
b

(
、
其
議

'w
止
ま
な
Z
?
?，三
l
z
'
e
?

の

偉

楽

的

特

色

を

守

る

者

な
t
リ。

今
や
自
由
議
は
統
一
議
の
総
務
的
帝
飼
主
義
の
新
政
策
ド
封
し
、
枇
舎
的
政
策
の
新
旗
械
を

掲
げ
、
統
一
一
黙
が
外
に
濁
す
ゐ
図
民
的
敵
陣
開
必
を
利
用
す
る
代
ち
に
、
内
に
於
け
る
枇
合
的
新
選

動

の

勢

力

じ

策

b
、
以
℃
大
仁
威
勢
を
張
ら
ん
主
」
す
。
然

q
統

一

黛

の

関

税

改

革

論

が

未

だ

人

必
を
征
服
す
る
に
室
ら
か
』
る
と
周

b
く
、
自
由
業
の
新
政
策
も
亦
枇
合
主
義
的
な
ら
と
て
一
部

大
士
の
反
封
を
受
け
つ
弘
、
あ
f
q
o

英

関

民

は

保

護

貿

易

主

義

を

採

用

す

る

℃

鰭

践

す

る

と

同

b
く
、
吐
舎
主
義
的
政
策
を
是
認
す
る
に
が
も
践
践
し
っ
、
あ

b
o
想

ふ

仁

時

機

は

未

だ

熟

ず

る

に
主
ち
歩
ι

英

樹

民

が

左

右

よ
I
り
二
大
新
政
策
の
採
用
を
迫
ら
れ
、
取
舎
に
迷
ふ
の
風
あ
る
け
料
、

亦
己
り
.
を
得
才
る
の
勢
な

-60
而

し

て

此

二

大

新

政

策

は

性

質

上

必

歩

し

も

絶

封

に

不

雨

立

の
者
な
る
仁
非
常
ノ
メ
」
雌
号
、
元
来
思
想
土
の
傾
向
相
反
す
る
は
ム
一
一
同
ふ
迄
刃
も
な
く
、
雨
熊
野
立
の
閥

係
上
、
一
文
ぴ
其
一
を
し
て
勝
利
を
得
せ

L
め
ん
仁
は
、
他
は
自
・
ち
勢
力
を
失
ふ
に
歪
ら
も
d

る
可

ち

タ

。

是

れ

郎

も

雨

灘

五

仁

会

カ

を

家

げ

て

他

の

政

策

を

妨

害

す

る

仁

努

む

る

所

以

な

60

雨
政
議
の
関
係
は
上
誌
の
如
ぐ
な
よ
リ
し
が
、
若
し
薬
務
械
に
し
て
下
院
ド
ト
於
て
の
み
行
は
れ

ん
仁
は
、
憲
格
的
危
機
を
作
る
に
・
至
ち
ぎ
る
筈
な
ら
。

3
れ

ど

赴

舎

的
2

鰍
労
働
的
新
勢
力
は
航
に

13 

英
閣
の
貴
族
院
問
題

ニ
五
九



英
閣
の
貴
族
院
問
題

二
六
O

14 

下
院
を
盤
し
つ
一
-h

み
よ
り
。

従

っ

て

自

由

擦

は

其

新

政

策

の

賀

行

を

会

つ

る

仁

嘗

i
り
常
仁
優
に

下
院
を
制
し
、
統
一
議
は
到
底
之
に
敵
ず
る
能
は
歩
。

是
に
於
て
・
統
一
一
擦
は
保
守
主
義
の
堅

Nm

な

る

上

院

に

擦

b
、
下
院
を
通
過
せ
る
自
由
議
案
を
破
る
の
策
を
取
れ
ん
J
O

上
院
が
白
治
集
を
否
決
し
北
る
峰
、
自
由
露
政
府
は
反
野
坂
の
凶
百
十
九
百
一
刻
に
濁
し
て
僅
に
凶

一
八
九
一
一
一
年
九
月

十
一
一
果
を
得
た
る
に
過
ぎ
も
d
b
し
が
、
爾
来
上
院
に
於
け
る
自
由
窯
議
員
は
常
に
約
四
十
五
名

，‘ 

仁
止
ま
ん

J

、
散
は
殆
ど
皆
統
一
設
の
味
方
文
ら
。

故

に

統

一

黛

内

閣

の

法

案

は

常

仁

容

易

に

上

院
を
通
過
す
る
に
反
し
、
自
由
議
内
閣
の
法
案
は
縦
令
下
院
大
多
数
の
裏
書
あ
る
号
、
統
一
議
の

意
見
次
第
上
院
は
頑
闘
に
之
を
峻
抜
し
て
顧
み
歩
、
斯
く
て
自
由
統
一
一
府
議
の
野
戦
は
遂
に
一

持

し

て

上

下

溺

院

の

衝

突

と

な

れ

490

昨

年

十

一

月

三

十

日

上

院

が

ロ

イ

ド
e

ジ

ヨ

ル

ジ

の

採

算
案
を
否
決
し
、
以
て
憲
法
的
危
機
を
激
成
せ
る
如
き
、
亦
其
の
一
例
仁
外
な
ら
歩
。

現

在

の

危

機
に
就
き
、
統
一
議
は
少
な
く
が
も
共
責
任
の
一
宇
を
負
は
念
る
可
ら
才
る
な
t
り。

間

上

来

説

明

せ

る

所

に

依
1

夕
、
英
倒
貴
族
院
問
題
の
何
を
意
味
す
る
や
は
、
肱
に
略
明
な
る
ぺ
し
。

此
問
題
の
眼
目
は
底
民
院
の
優
越
楳
を
確
立
す
る
仁
在

'oo
貴
校
院
・
が
忠
良
院
の
意
思
の
上

仁
立
つ
を
忠
市
中

J

る

仁

在
1
リ。

換
山
一
目
す
れ
ば
一
八
三
二
年
仁
始
め
ら
れ
た
る
事
業
を
完
成
す
る

に
在

6
0

一
八
六

O
年
の
憲
法
的
危
機
仁
嵐
広
一
得
た
る
地
位
を
真
に
一
段
進
ひ
る
仁
在
t
り。

敢
て
上
院
嬢
止
を
中
一
一
口
ふ
に
は
非
念
る
弘
、
其
の
権
力
仁
大
な
る
制
肢
を
加
ヘ
、
之
を
し
て
下
院
の

前
仁
無
力
な
ら
し
め
、
以
て
事
費
上
の
一
院
政
治
を
行
は
ん

sc
ず
る
乙
と
、
是
れ
此
問
題
の
要
結

別

仁

貴

族

院

内

部

組

織

改

革

の

問

題

ゐ

r
り
と
雌
昔
、
此
は
寧
ろ
第
二
位
に
崩
す
ー

な
よ
り
、

要

す

る
に
今
日
の
貴
放
院
問
題
は
上
下
璃
院
関
係
一
問
題
な

60
上

院

内

部

改

造

の

み

の

問

題

な

ら

ん
に
は
、
異
仁
単
純
な
る
上
院
問
題
に
止
す
ん
/
J
取
て
憲
法
的
危
機
を
作
成
せ
含
る
筈
な
・
え

然
れ
ど
が
も
英
周
貴
族
院
問
題
は
始
め
よ
t
り
現
在
の
形
を
有
せ
も
し
仁
非
常
ノ
。

否
、
始
め
に
は
専

ら

上

院

組

織

改

革

論

な

ら

し

な

4
0

十

九

世

紀

の

中

葉

以

後

仁

至

L
リ
、
貴
族
院
、
が
飴
ウ
仁
時
勢

に
後
る
、
の
事
費
は
、
大
仁
識
者
の
注
意
を
引
号
、
之
仁
新
窓
気
を
入
る
、
の
策
と
し
て
、
一
代
費

族
議
員
増
加
論
盛
ん
に
唱
へ
ら
れ
食
。
。

先
づ
英
の
先
駆
と
し
て
、
一
八
六
九
年
一
プ
ァ
セ
ル
は

一
年
仁
四
名
宛
一
代
資
放
議
員
を
任
命
し
、
其
総
数
を
二
十
八
名
仁
遼
せ
し
む
る
の
法
案
を
立

15 

て
食

b
。

一

八

八

八

年

仁

至

h
-
Y
I
ル
ズ
バ
リ

j

は

右

の

員

数

を

一

年

五

名

宛

総

数

五

十

名

と
す
る
新
法
案
を
提
出
せ
し
が
、
同
年
ロ
ー
ズ
ベ
ザ

i

は

世

襲

貴

族

中

よ

b
の

選

出

議

員

と

勅

英

閣

の

貴

族

続

問

題

ニ

大

〕

.
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英
間
関
の
‘
貴
挨
続
問
題

命

の

一

代

貴

族

議

員

と

よ

'OJ
成

る

新

上

院

組

織

の

構

能

を

主

に

奥

ふ

る

の

決

議

案

合

提

出

し

此
等
の
案
は
皆
失
敗
に
終
・
40
し
が
、
兎
に
角
上
院
に
劃
し
て
不
満
足
を
戚
安
る
者
は
皆

自

治

案

最

後

の

失

敗

に

不

平

織

一六一

大
t
り。

組
織
改
良
の
手
段
を
取
ら
ん
と
せ
し
と
と
、
以
て
知
る
べ
し
。

々

党

る

ゲ

テ

ヅ

ド

ス

ト

j

y

は
、
建
に
政
界
y

士
。
退
隠
す
る
の
数
日
前
、
下
院
に
於
て
性
意
ず
べ

き
演
競
争
」
潟
し
(
一
八
九
捌
年
一
ご
月
一
日
)
、
「
上
下
一
期
院
の
思
想
習
慣
一
次
根
本
的
傾
向
の
相
違
は
最

早
事
物
の
放
態
を
し
て
此
俸
に
縫
績
せ
し
め
{
難
を
程
度
に
建
せ

6
』と麟中一一
n
せ
し
が
、
其
の
上
院

組
織
改
革
以
上
を
意
味
せ
し
ゃ
否
や
明
な
ら
歩
。

然

る

に

一

九

O
五
年
十
一
一
月
自
由
黛
が
十
年
目
仁
政
権
を
悶
復
し
、
以
後
教
育
絵
案
及
複
投

票

殿

止

案

等

K
於
て
上
院
と
大
衝
突
を
来
す
や
、
カ
ム
パ
ル
ム
シ
ナ

J

マ
y

内

閣

は

一

九

O
レ七

年
六
月
二
十
四
日
上
院
の
紘
カ
を
可
法
律
に
て
制
限
す
る
を
要
す
ぺ

Ln一
と
の
決
議
案
を
下
院
仁

堤
出
し
、
下
院
は
二
一
一
一
日
後
直
広
之
を
可
決

ι‘
斯
く
て
権
力
制
限
論
に
一
歩
を
踏
み
出
だ
し
大

:
i
l
i
-

-
i
!ー

J
O
。

蛍

時

カ

ム

バ

ナ

バ

グ

ナ

i

マ
ン
の
意
克
仁
〈
は
、
主
下
雨
院
意
見
不
…
致
の
聴
は
三
岡
、
ま

で
爾
院
協
議
舎
を
叩
き
、
一
二
度
目
仁
」
干
院
を
通
過
し
セ
る
法
案
は
上
院
の
同
意
な
く
と
唱
之
を

有
効

t
錦
す
の
案
本
7

り

し

な

る

。

然

れ

ぞ

忠

英

後

政

府

は

此

決

議

以

上

の

具

纏

的

手

段

を

取

費
圃匙!;:o;，ー←

ら

ん

と

も

せ

歩

。

業

中

一

九

O
八
年
・
凶
月
に
至
I
9
1
λ
y

ナ

l

マ
ン
け
い
病
を
以
で
退
宮
、
T
ス

ダ

イ

ス

の

現

内

閣

と

な

'o
し
が
、
上
院
は
政
府
の
優
柔
な
る
仁
税
勇
試
を
増
し
文
る
が
如
く
、
昨
年

十
一
月
三
十
日
ロ
イ
ド
ジ
ヨ
ル
グ
の
琢
算
案
を
否
決
し
、
遂
に
設
に
最
後
の
大
破
裂
を
促
せ
1
リ。

元
来
英
閣
の
資
挨
院
は
銃
に
長
く
珠
算
修
正
槌
&
有
せ
み
が
J

、
唯
・
其
金
磁
を
否
決
す
る
の
権
利
の

み
は
猫
承
認
せ
ら
れ
花
、
台
。

一
八
六

O
年

紙

枕

燦

止

法

案

が

上

院

に

於

て

否

決

せ

ら

れ

文

る

除
、
静
岡
騰
の
白
出
議
内
閣
は
次
期
一
議
合
仁
於
て
此
法
案
を
務
算
案
中
に
入
れ
、
上
院
を
し
て
譲
歩

す
る
が
、
若
く
は
珠
算
不
成
立
の
危
険
を
冒
す
の
外
な
き
窮
地
仁
立
た
し
め
、
以
て
目
的
を
悲
し

セ
F
9
4

爾

来

財

務

仁

闘

す

る

一

切

の

マ

ュ

l

v
」
札
げ
は
之
を
一
括
し
て
議
算
案
中
に
合
ま
し
り

る
の
慣
例
と
な
ら
、
上
院
亦
常
に
之
を
葉
像
に
可
決
し
、
斯
く
て
五
十
年
の
久
し
を
を
経
る
禁
問

lTf 

仁
、
上
院
の
議
算
案
否
認
椛
は
王
の
否
認
権
I
ζ

岡、

b

(
有

名

無

安

の

者

と

見

倣

3
る
、
に
歪
れ

L

リ
。
然
る
仁
八
(7

上

院

は

突

然

此

奮

武

器

を

振

っ

て

下

院

に

開

戦

す

。

自

由

黛

及

下

院

が

憤

然

と
し
て
滅
却
し
、
上
院
機
力
制
限
の
賀
行
仁
向
っ
て
官
滋
せ
ん
・
と
し
、
上
院
改
造
の
如
き
姑
息
策

に
揃
足
せ
古
る
、
拘
一
に
所
以
弦
念
に
非
歩
。
且
上
院
改
造
は
安
際
仁
於
て
下
院
の
利
誌
な
.
る
や

否
や
疑
問
、
北

60
・
上
院
の
組
織
を
改
良
じ
、
之
仁
多
く
の
新
人
物
を
入
れ
ん
仁
は
、
上
院
は
自
然

英
m
問
問
の
貴
族
院
問
題

ニムハ一一一一

』

、〆
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英
鴎
の
賞
、
族
院
問
題

今
上
1
9
宅

活

気

み

ら

勢

力

あ

る

の

園

鶴

と

な

b
、
米
悌
等
に
於
け
る
元
老
院
を
現
出
せ
ん
は
測

ら
れ
歩
'
。
司
斯
く
て
は
一
層
怖
る
べ
き
競
争
者
を
作
る
に
外
な
ら
か
』
る
が
放
に
、
下
院
と
し
・
て
は

寧
ろ
此
鐘
に
其
権
力
を
制
限
す
る
を
得
策
と
す
べ
し
。
叉
上
院
改
造
を
行
ふ
に
於
て
港
、
先
づ

其
椴
カ
制
限
を
決
し
置
く
.
を
必
要
と
す
べ
し
。
下
院
が
専
ら
纏
力
制
限
を
論
廿
る
其
傍
仁
於
'

て
、
上
院
は
汲
々
と
し
て
組
織
改
革
案
を
研
究
せ
芯
、
亦
宝
な
2

り
と
謂
ふ
ぺ
し
。 二

大
岡

自

由

主

義

者

の

率
先
唱
道
せ
し
上
院
改
造
論
が
今
却
て
其
の
軽
脱
す
る
所
と
な
れ
る
は
、
邸
中
り
時
勢
の
饗
化
の

大
払
る
を
示
す
者
に
し
て
、
且
此
鑓
化
は
退
歩
広
は
あ
ら
で
、
寧
ろ
急
激
な
る
準
備
拘
を
意
味
す
る

乙
と
、
守
口
ふ
迄
宅
無
し
。

上

院

に

於

げ

る

上

院

改

造

論

は

下

院

仁

於

け

る

上

院

権

力

制

限

論

仁

刺

戟

せ

ら

れ

て

早

く

十
二
日
迄
仁
会
部
可
決
せ
ら
れ
れ
払
2
9
0

は
必
要
な
る
事
。
(
一
一
)
、
第
二
院
を
有
力
有
効
な
ら
し
む
る
が
錦
仁
は
、
其
組
織
改
革
を
必
要
と
す

る
事

0

・
(
一
ニ
)
、
此
改
革
仁
は
貴
放
な
る
が
故
に
直
に
貴
族
院
議
員
大
る
を
‘
得
る
の
判
明
制
を
改
ひ
る

を

第

〕

議

t
す
る
事
、
是
れ
な
・
6
。

要

す

る

に

先

づ

世

襲

主
P

議

の

康

棄

を

宣

言

し
b
k

る
な

b
o

的
色
本
年
三
月
十
四
日
、
ロ

i
ズ

パ

リ

ー

が

提

出

せ

る

改

革

決

議

案

似

同

月

二

其

案

以

三

項

よ

b
成
る
。
(
ご
、
宿
力
有
効
な
る
第
二
銃

進
捗
し
た
1

り。

次
に
四
月
十
三
日
仁
笠

f
o
J
i
ズ
パ
リ
ー
は
上
記
原
則
に
基
き
て
上
院
新
組
織
に
関
す
る
他

の
決
議
案
を
提
出
せ
I

り
。
恭
一
要
旨
は
(
ご
、
世
襲
貴
族
中
よ
J

り
互
選
叉
は
勅
選
せ
ら
れ
食
る
者
、
二
ご
、

或
特
一
穂
・
官
職
詫
径
の
結
果
議
員
資
格
を
有
す
る
者
、
及
(
三
)
、
外
部
よ
s
り
港
、
ま
れ
セ
る
者
の
一
一
一
要
素

を
以
て
上
院
を
組
織
す
べ
し
と
一
五
ふ
に
在
よ
り

9

此

決

議

案

に

付

上

院

は

未

だ

其

意

見

を

表

明

せ
念
る
中
ヱ
ド
ワ
!
ド
レ
七
世
の
崩
御
あ
t
リ
ー
次
，
で
議
合
閉
命
日
I

乙
な
れ
λ
ツ。

上
院
が
自
ら
自
己
の
改
寧
.
を
図
P
Q
J

つ
、
も
あ
る
は
頗
る
註
目
仁
鎖
、
ず
る
も
、
併
し
之
仁
部
俊
t
ツ

て

重

大

な

る

は

下

院

仁

於

け

る

上

院

権

力

制

限

論

な

6
0

ア

ス

ダ

イ

ス

内

閣

は

此

問

題

仁

詩

ず
る
定
案
を
立
つ
る
仁
蛍
'
夕
、
白
業
内
に
於
け
る
滋
和
急
激
一
間
振
の
折
合
並
に
英
同
盟
な
る
愛

蘭
必
然

u
A

ぴ
労
働
紫
と
の
閥
係
上
、
大
な
る
困
難
を
戚

b
t
る
が
如
く
な
る
が
、
漸
一
く
本
年
三
月
二

十

九

日

仁

歪
A
ツ
上
院
否
認
権
仁
関
す
る
決
議
案
な
る
者
を
議
表
せ
ん

J
0

・
英
案
は
(
一
)
、
上
院
川
和
議

二
ご
、
下
院
仁
於
て
三
舎
期
引
績
を
可
決
し
み
札
る
蕗
案
以
上
院
の
同
意

算
案
を
否
決
す
可
ら
ず
。

19 

を
候
文
ホ
J

直
仁
裁
可
、
せ
ら
る
べ
し
。
(
三
)
、
下
院
議
員
任
期
綜
五
年
北
る
べ
し
E
C

の
三
項
ょ
ん
'
成

F
9
し
が
、
下
院
は
各
ぃ
市
慌
に
就
て
一
々
討
議
し
セ
る
後
、
四
月
十
四
日
広
歪

b
宴
会
部
を
可
決
せ

b
。

然

れ

ど

6
決
議
は
賃
際
上
の
効
カ
を
布
せ
合
る
が
故
に
、
政
府
は
四
月
三
十
日
仁
至

b
右
決
議

英
図
の
貴
族
院
関
儲

】
一
大
混



2 
-

英

闘

の

安

燦

院

問

題

ニ
六
六

20 

の
精
紳
に
某
一
き
て

終
は
上
認
一
一
一
攻
仁
外
な
ら
も
、
C

る
替
、
税
義
の
英
樹
危
機
仁
闘
し
最
も
霊
裂
の
究
書
な
る
が
故
仁

一
個
の
法
律
家
を
提
出
せ
ム
リ
。

バ
1
4フ
メ
ン
タ
リ

I
ビ
ル

所
湘
附
議
合
法
案
は
卸
も
是
れ
仁
し
て
、
共
内

左
に
其
金
支
を
諜
出
す
。

、、

議

曾

爾

院

間

の

関

係

を

定

む

る

た

め

、

規

定

、

を

設

{

る

は

便

宜

な

る

が

故

に

、

ポ
ピ
ュ
ラ
ー

実

現

‘

夜

の

賞

族

院

の

代

り

花

、

世

m
般

的

に

は

渇

r
b
で

卒

民

的

の

基

礎

の

上

院

立

つ

第

二

院

を

設

{

芯

終

忙

L
て
、
然

6
比

幾

更

は

直

に

賀

行

き

れ

難

き

が

故

花

、

受

今

後

上

詑

鎚

更

に

付

新

第

二

院

の

椛

カ

を

制

限

限

定

す

る

鏡

花

規

定

を

設

{

る

を

.

嬰

ず

ペ

{

、

然

事

賞

旅

院

の

織

力

を

制

限

す

る

翁

忙

比

，

法

律

R
合
む
如
、
き
規
定
を
居
却
す
は
便
宜
な
る
が
根
町
仏
、

設

に

壬

陛

下

は

現

議

曾

比

集

れ

る

貴

族

及

庶

民

の

助

言

及

同

意

に

依

り

、

来

其

の

総

威

R
依

り

ま

の

如

(
規
定
す
。

-・_.也、
ハ
1
，〉、

庶

民

協

の

可

決

を

俗

、

曾

期

終

了

の

少

な

{

通

一一

1

6

ル
〉
忙

L
て
、
殺

L
比

送

附

後

〕

ケ

月

内

に

総

修

正

に

て

貴

族

院

の

可

決

ず

る

所

之

円

ヶ

月

前

に

貴

族

院

に

返

附

せ

b
れ

た

る

財

務
法
案
〈
マ

な

ら

ず

る

時

は

、

該

法

案

は

貴

族

院

の

同

意

な

き

円

札

事

拘

お

う

ず

、

陛

下

広

提

出

せ

h

フ

れ

、

其

の

裁

可

を

総

て

法

律

と

然

芯

ペ

L
o

但

L
庶

民

院

が

反

剥

の

意

味

の

命

令

を

峰

加

す

場

企

は

比

限

習

に

非

ず

。

ハ
2
1

財

務

法

紫

色

は

庶

民

院

議

長

の

意

見

K
依

り

、

下

の

誇

一

岐

に

関

す

る

綬

定

の

み

を

合

む

と

認

め

ち

る

h

法

案

を

諮

ふ

0

・

即

ち

利

税

の

附

談

、

廃

止

、

免

除

、

幾

更

、

或

は

態

態

。

鴎

定

基

金

の

貸

絡

に

録

ず

る

者

、

換

は

議

曾

記

依

て

揺

さ

る

h

金
a

銭

支

給

。

図

底

枚

入

。

益

金

の

用

途

指

定

、

監

督

哉

は

規

定

。

唖

咽

帽

g 

語F

" ~~，. 

.ìi~.ι 

必

債

の

滋

集

潜

{

は

保

降

、

議

ほ

其

の

償

還

。

或

は

此

等

誇

項

砦

{

は

其

一

花

関

係

す

る

事

項

G

戸

3
1
貴

族

院

の

同

意

せ

ざ

る

法

案

、

か

財

務

法

案

と

し

て

裁

可

を

符

る

た

め

陛

下

広

提

出

せ

b
る

る

場

合

に

路

、

該

'

法

案

は

財

務

法

案

と

L
て

の

庶

民

院

議

長

の

澄

明

書

を

添

ヘ

タ

る

べ

l
o

庶

民

院

議

長

が

財

務

法

案

の

性

債

を

失

は

L
む

と

認

む

る

が

如

き

修

正

を

財

務

法

案

に

加

ハ
4

〉、

ふ

る

を

得

ず

0

・

一一、

ハ
1
U
、
財

務

扶

案

以

外

の

法

案

K

L
て
一
一
一
曾
期
引
絞
斗
入
院

〕

議

曾

た

る

と

否

之

を

問

は

ず

〉

庶

民

院

一

ヶ

月

前

忙

貴

族

院

'
K
怒
隙
せ
ち
‘
れ
.
此
等
一
一
一
曾
期
の
容
に
於
て

同

院

の

否

決

す

る

所

と

な

り

た

る

時

は

、

該

法

案

は

闘

能

一

一

一

度

目

の

否

決

後

、

庶

民

院

が

反

翁

の

意

味

の

命

令

を

翁

き

ず

る

限

り

、

貴

族

院

の

同

意

な

舎

に

遣

鈎

b
ず
‘
陛
下
忙
提
出
せ
ム
ノ
れ
、
其
裁
可
長
側
似
て

法

律

之

鋳

る

べ

L
o

位

L
該

法

案

が

始

め

て

庶

民

院

に

提

出

せ

b
れ

た

る

時

よ

り

其

庶

民

院

一

ニ

皮

を
…
過
勉

L
、

曾

期

終

了

の

少

な

{

通

目

の

可

決

を

得

た

る

時

ま

で

に

ニ

偲

年

総

諮

せ

る

を

嬰

ず

。

法

案

は

紙

、

修

正

に

て

か

若

(

は

爾

院

一

致

す

る

が

如

与

』

修

正

に

て

貴

族

院

の

可

決

ず

る

所

之

な

ち

ぎ

る

時

、

之

を

貴

族

院

忙

依

て

寄

決

せ

ら

れ

た

る

者

E
認

む

ペ

L
o

〈
3
1
前

曾

m
m
R
貴

族

院

に

送

附

せ

ち

れ

た

る

法

案

と

間

交

な

る

恥

A
右

(

は

前

法

案

の

日

間

川

以

来

時

日

線

路

の

結

果

之

L

て

庶

民

院

議

長

が

必

要

な

り

と

澄

明

ず

る

如

、

ざ

袋

更

の

み

を

合

む

か

、

治

相

{

ハ
2
〉、

は

前

曾

期

比

於

て

貴

族

.

院

が

前

法

案

に

加

へ

た

る

修

座

、
K

依

る

強

更

の

み

を

合

む

法

案

は

、

之

を

前

期

に

貴

族

院

に

法

的

せ

ち

れ

た

る

前

法

家

主

同

一

の

者

E
‘
認
む
パ

t
、

21 

位

L
庶

民

院

は

斯

る

法

案

を

其

ニ

曾

期

来

日

第

一

ニ

曾

期

R

可

決

す

る

虻

際

L
、
訟
法
案
中

R

修
毘
・
す
ん

英

闘

の

質

族

館

問

題

ニ
ム
ハ
七



英
閣
の
貴
族
ー
院
問
題

」
一
六
八

争完

を

入

る

ふ

む

E
な

{

L

て

唯

新

修

正

を

提

示

す

る

を

得

。

而

L
て

斯

(

提

示

せ

b
れ

た

φ
修

正

案

は

食

族

院

ウ

ん

を

考

品

恩

師

衡

す

べ

き

者

と

す

。

而

L
て

貴

族

院

若

L
此

修

正

区

同

意

せ

ん

院

は

、

之

を

貴

族

院

の

修

正

・

に

釣

し

庶

民

院

の

同

意

し

た

る

者

と

同

一

に

見

倣

す

ペ

L
o

然

れ

ど

也

庶

民

院

の

比

織

力

行

伎

は

該

法

案

が

貴

族

院

に

℃

否

決

せ

b
れ

た

る

場

合

に

於

け

る

・

本

節

の

運

用

に

影

響

せ

ず

為

者

と

す

、

本

法

に

依

り

庶

民

院

議

長

の

興

ふ

る

説

明

書

は

絡

蜘

到

な

る

べ

{

、

，

如

何

な

る

法

廷

吉

之

を

争

ふ

を

得

ず

る

者

E
ず
。

本

法

規

定

す

る

所

は

、

庶

民

院

現

在

の

権

利

及

特

織

を

減

紛

況

は

制

限

せ

ず

る

者

と

す

。

五

、

一

七

日

五

年

の

必

年

法

に

規

定

せ

る

議

曾

最

長

年

限

七

年

を

五

年

と

改

ち

。

パ
!
日
ア
メ

νタ
リ

iγ
グ
ト

ムハ
h

本

法

は

〕

九

日

O
年

の

議

合

法

と

し

て

呼

ば

る

ペ

L
o
t

此
法
律
案
は
英
図
憲
法
に
如
何
な
る
影
響
を
及
ぽ
す
者
な

6
や。

凶
上
院
の
機
力
を
制
限
す
る
締
は
、
如
何
な
る
結
果
を
生
ヂ
ペ
を
や
。

此
案
の
提
示
す
る
如
〈
仁

詩
ふ
次
節

P
於
て
之
を
論

評
せ
ん
。

i
i
i
j
 

五官

ア

ス

グ

ィ

λ

内
閣
拠
出
の
議
曾
法
案
は
財
務
怯
案
に
封
ず
る
上
院
否
認
棋
を
殿
止
し
、
且
普

通
徐
案
に
で
も
三
合
同
期
引
績
を
下
院
の
可
決
し
食
る
者
は
土
腕
の
同
意
を
要
・
せ
ぎ
る
事
I
ζ

符

す
の
二
鮪
を
以
て
眼
目
と
す
。

而
し
て
泌
案
の
佐
賀
が
果
し
て
財
務
の
者
な
る
や
否
や
を
認

定
説
明
す
る
は
廃
兵
院
議
長
の
権
力
仁
し
〈
、
何
者

4
之
に
異
議
を
申
立
つ
る
を
得
歩
。
叉
三

回
引
績
を
可
決
す
る
に
は
其
間
二
年
を
経
過
す
る
を
要
す
る
た
と
し
、
猶
同
一
一
法
案
と
は
云
ヘ

此
問
仁
新
修
正
を
加
ヘ
得
ゐ
の
便
宜
を
聞
く
が
た
め
、
用
意
の
甚
、
だ
れ
密
な
る
者
あ
t
り。

日
リ
こ
込
尾

口
M
H
b
u
・
冬
眠

合
年
限
七
年
を
五
一
年
と
改
り
る
の
攻
あ
、
t
り。

命
Ifz
」
潟
す
が
故
に
、
此
項
は
議
論
の
穫
と
潟
ら
ホ
，
rc

英
問
問
廊
民
院
は
事
責
上
約
四
年
を
以
て
平
均
事
前

要
す
る
に
始
に
翠
げ
文
る
ニ
貼
乙
そ
は
印

も
問
題
の
・
中
必
と
免
れ
ゐ
者
な
F90

貴
族
院
の
財
務
法
案
否
認
織
は
一
八
六

O
年
以
来
昨
年
十
一
月
札
一
全
る
ま
で
宇
世
絶
仁
一
旦

1

り
て
安
行
せ
ら
れ
北
る

E
な
く
、
世
人
以
献
に
之
を
玉
の
否
認
権
主
同

b
く
有
名
無
賓
の
者
I
ζ

見
倣
し
居
党
1

り。

b 

廊
民
院
は
財
務
上
優
越
の
権
力
を
有
す
と
は
、
蹴
に
一
個
の
憲
法
的
定
説
、
文

現
に
秘
税
附
深
仁
付
・
康
民
院
之
を
議
決
す
れ
ば
、
会
珠
算
案
の
議
了
を
侯
大
や

J

、
貴
族
院
の

同
意
及
王
の
裁
可
を
侯
北
歩
、
直
に
右
祖
税
の
取
立
を
賛
行
す
る
如
、
ぎ
ハ
以
て
其
鴻
の
消
息
を
窺

故
rhw
財
務
案
否
認
権
の
嬢
止
は
多
く
人
を
驚
か
ず
に
足
ら
歩
。

る
新
改
革
等
の
立
法
案
を
財
務
案
中
に
混
中
し
、
所
一
謂
タ
ッ
キ
ン
グ
な
る
者
を
行
ぴ
、
依
っ
て
以

ふ
を
得
ぺ
し
。

或
は
重
大
な

23 

茶

園

の

貴
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ニ
七

O

24・

て
上
院
の
反
鈎
を
妨
?
る
の
風
あ
2
9
、
ロ
イ
ド
会
ヨ
ル
ジ
の
探
設
案

e其
逃
例
文
る
を
得
る
者

な
よ
り
@

従
っ
て
応
民
院
は
財
政
案
の
形
の
下
仁
、
財
政
案
以
外
の
立
訟
を

g
任
意
仁
行
ふ
仁
歪

る
の
虞
な
し
I
ζ

は
断
言
し
難
し
。

然
れ
ど
活
費
挨
院
の
同
意
せ
ぎ
る
法
案
、
が
財
務
法
案
と
し

て
王
の
裁
可
を
得
る
仁
は
、
原
氏
院
議
長
の
議
切
を
一
安
ず
る
筈
仁
し
て
、
康
民
院
議
長
の
日
公
卒
巌

正
は
'
既
モ
世

K
定
評
あ
る
が
故
仁
、
財
務
案
の
名
義
濫
用
拡
十
分
に
防
が
れ
得
る
も
の
と
認
め

て
可
な
る
べ
し
。

兎
に
角
土
院
の
財
務
案
否
認
権
駿
止
拡
現
在
の
事
変
上
よ
J

り
弘
一
日
ふ
も
、
叉
癖

来
の
影
響
上
よ
ιリ
ム
一
一
日
ふ
省
、
大
な
る
反
戦
測
を
惹
起
す
に
足
ら
歩
。

喰
・
貴
族
院
が
務
理
L
E上
猶
有
す

る
の
此
様
利
を
法
律
の
明
女
仁
依
っ
て
駿
止
し
、
名
貸
共
仁
之
を
失
は
し
め
ん
と
す
る
の
一
事

以
、
英
断
憲
法
の
よ
応
援
更
を
山
県
ふ
る
唱
の
仁
し
て
、
且
従
来
唱
ヘ
ら
れ
文
る
と
と
な
さ
新
論
仁

腐
す
。然

れ
ど
も
最
港
新
論
に
し
て
立
最
宅
急
激
な
る
は
第
二
の
結
晶
。

法
案
ド
付
、
一
ニ
一
間
引
績
を
下
院
を
通
過
し
大
る
婚
は
上
院
の
同
意
を
一
史
せ
ポ

J

と
一
五
ふ
は
、
是
れ
事

質
上
二
院
並
立
の
主
義
を
斥
け
て
一
院
政
治
を
行
は
ん
と
す
る
者
な
'
h
J
O

英
闘
凶
は
従
来
財
務

上
仁
於
て
綜
〕
院
政
治
の
貨
を
有
す
忠
弘
、
一
般
の
立
洛
仁
於
て
綜
二
院
並
立
主
義
の
上
仁
立

財
務
案
以
外
の
一
般
の

同
よ
t
リ
此
二
院
並
立
母
米
備
等
に
於
け
る
と
は
同

b
か
ら
や
ノ
し
て
、
英
闘
の
貴
族
院
は

サ
ス
ペ
シ
ヂ
ン
グ
パ
ワ
ー

米
側
の
元
老
院
の
如
く
下
院
と
鈎
等
の
地
位
を
占
め
や
ノ
、
唯
一
だ
一
時
の
停
止
約
機
カ
を
有
す
る

仁
過
ぎ
?
と
雌
宅
、
此
停
止
的
権
力
は
下
院
の
再
考
を
促
す
と
共
仁
図
民
の
剣
麟
を
待
つ
の
意

味
を
有
す
。
下
院
の
再
考
を
促
ず
は
絞
ら

4

に
無
用
な
・
9
と
す
る
も
、
図
民
の
列
献
を
待
つ
の
一

事
は
果
し
て
如
何
。
十
九
世
犯
の
中
葉
以
後
貴
校
院
拡
大
仁
人
・
認
を
失
ぴ
、
世
上
薬
の
効
用
を

疑
ふ
者
あ
る
仁
蚕
れ
る
綜
事
費
な
る
号
、
然
宅
新
奇
な
る
重
大
問
題
起
れ
る
崎
、
下
院
が
軽
々
広

之
を
決
し
去
る
を
一
時
制
止
し
、
解
散
を
促
し
て
業
問
題
を
選
摩
区
仁
移
し
、
樹
氏
を
し
て
剣
麟

を
下
ず
の
機
舎
を
得
せ
し
め
、
一
種
の
レ
プ
且
レ
ン
ダ
ム
を
行
ふ
は
、
人
の
認
め
て
以
て
議
命
日
政

治
巡
回
川
上
の
妙
所
之
魚
し
大
る
所
仁
し
て
、
夫
の
愛
隣
自
治
案
問
題
の
場
合
の
如
く
、
貴
放
院
は

-( 来
.
貴
放
院
は
レ
プ
品

レ
シ
ダ
ム
を
強
い
て
大
仁
成
功
し
北
る
と
と
あ
ん
/
。
変
仁
此
自
治
案
問
題
の
時
以

レ
Y

ダ
ム
を
服
、
ゆ
る
の
機
関
と
し
て
大
仁
薬
効
能
を
認
め
ら
る
、
下
室

此
レ
フ

ι

れ
る
な

60

3
れ
ば
ア
ス
グ
ィ
ス
内
閣
提
案
の
如
を
縫
一
真
を
行
ふ
時
け
い
、
貴
放
院
は
全
然
此
妙

mbe-失
ぴ
、
下
院
専
制
の
端
を
開
を
、
闘
一
民
は
新
奇
の
重
大
問
題
仁
活
意
思
表
明
の
機
舎
を
得
合

是
れ
下
院
を
し
て
窃
に
上
院
を
波
?
の
み
な
ら
ホ
J
J

具
に
閥
民
を

る
乙
ー
と
あ
る
に
至
る
ぺ
し
。

安
鴎
の
貴
族
げ
院
問
題

二
七
}
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も
改
が
し
め
ん
と
す
る
・
も
の
な

bo

英

協

の

貴

族

院

問

題

ニ
セ
ニ

前
者
は
猶
可
な
f

り
と
す
る
号
、
後
者
以
安
に
重
大
な
'
h
J
O

同
一
法
案
を
一
一
一
一
間
引
績
を
可
決
す
る
に
は
、
共
同
二
年
を
経
過
す
る
を
婆
す
と
一
五
ふ
省
、
議
舎
の

任
期
は
五
年
な
よ
り
ρ

選
懇
人
は
謀
問
題
の
二
議
舎
に
一
旦
ら
念
る
限
ふ
、
容
磁
の
機
命
闘
を
有
せ

か
』
る
べ
し
。
此
の
如
く
事
費
上
の
一
一
院
政
治
並
に
下
院
専
制
政
治
を
開
始
せ
ん
と
す
る
は
、
英

閥
憲
法
上
及
議
院
政
治
上
の
大
縫
革
仁
し
て
、
ア
ス
グ
ィ
ス
内
閣
の
提
案
仁
レ
プ
品
レ
ン
ダ
ム

の
機
舎
を
輿
ふ
る
に
就
て
の
箇
僚
を
合
、
ま
か
」
る
は
、
之
を
其
の
一
大
快
紡
と
謂
は
か
切
る
を
得
歩
。

問
題
は
始
叩
め
上
下
一
閥
抗
間
関
係
を
改
む
と
一
五
ふ
に
在
t

り
を
。

お
ん
ぞ
知
ら
ん
問
題
以
不
知
不

廊
民
院
が
普
通

織
の
間
に
一
歩
を
進
め
、
・
廊
民
院
鈎
同
氏
の
関
係
を
f
H

も
改
め
ん
と
す
る
な
よ
リ
。

立
法
仁
於
て
宅
貴
族
院
の
上
に
立
た
ん
I

乙
ず
る
付
加
、
一
八
一
一
一
二
年
以
来
の
進
化
的
革
命
の
設
展

に
外
な
ら
み
が
ノ
l
L

雄
も
、
康
民
院
を
し
て
夏
仁
図
民
の
上
仁
立
北
し
め
ん
と
す
る
は
、
是
れ
民
主
的

傾
向
の
褒
態
と
議
行
ず
る
者
な
1

り
。
自
由
業
政
府
は
回
よ
F

り
座
制
一
民
院
を
し
て
岡
一
民
の
意
向
以

上
に
立
花
し
り
る
の
意
思
仁
非
ぎ
る
ぺ
を
は
勿
論
な
る
昔
、
其
提
案
は
意
外
仁
、
も
斯
る
結
果
を

生
甘
ん
と
す
。
民
主
的
傾
向
の
奔
涜
仁
従
ふ
て
作
ら
れ
、
党
る
提
案
が
、
却
て
此
傾
向
と
謎
行
ず

る
の
欧
州
を
有
す
る
は
、
要
す
る
に
故
意
の
矛
盾
・
に
は
非
ヂ
し
て
、
立
案
上
の
・
粗
漏
に
外
な
ら
念
る

L
5
4
?
i
l
i
i
 

ぺ
し
。
此
政
府
案
に
灘
し
非
難
の
議
議
々
、
北
る
は
、
亦
淘
に
己
む
を
得
念
る
な
，
hJO

ア
ス
グ
ィ
ス
の
自
由
議
内
閣
が
急
激
な
る
上
院
楼
力
制
限
案

r

を
立
つ
る
仁
歪
t
り
大
る
は
何

故
な
る
乎
。

之
に
就
て
唱
亦
r

一
言
を
費
す
必
要
あ
よ
り

G

昨
年
十
一
月
末
上
院
の
珠
算
案
否
決

の
結
果
、
政
府
は
解
散
を
行
以
、
本
年
一
月
総
選
翠
を
行
ぴ
北
る
に
、
自
由
譲
二
百
七
十
四
人
、
保
守

鍵
二
百
右
十
三
入
、
愛
蘭
紫
八
十
二
入
、
労
働
熊
四
十
二
人
を
得
、
自
由
愛
蘭
及
労
働
の
聯
令
軍
は

三
百
九
十
右
人
と
ー
な
れ
t
り。

は
ば
、
解
散
前
の
三
百
六
十
五
名
よ

b
急
に
九
十
一
名
を
減

b
、
英
勢
力
統
一
議
仁
比
し
僅
仁
一

郎
、
ち
大
櫛
ド
ト
於
て
政
府
、
仮
の
勝
利
な
る
も
、
白
尚
議
一
己
よ
ち
合
一
日

名
の
差
あ
る
に
過
ぎ
や
/
。

従
っ
て
自
由
議
は
益
々
愛
蘭
及
労
働
二
紫
に
頼
る
の
外
な
き
一
境
遇

と
な
れ
t
り。

に
ロ
イ
ド
・
ジ
ヨ
ル
ジ
の
議
算
案
を
通

過
せ
し
む
る
乙
と
、
政
府
の
面
白
上
必
要
な
る
仁
、
愛
蘭
議
等
拡
政
府
が
先
づ
上
院
問
題
に
就
て

麟
子
、
北
る
操
案
を
示

3
ん
乙
と
を
求
め
、
一
時
政
府
を
し
て
非
常
な
る
窮
地
仁
陪
ら
し
め
セ

60

特
仁
総
選
恕
後
の
新
議
舎
に
於
て
は
、
第
一

斯
〈
て
政
府
拡
滋
広
一
一
一
月
下
旬
夫
の
上
院
否
認
権
に
関
す
る
三
項
の
決
議
案
を
提
出
し
、
四
月

十
四
日
其
の
議
了
せ
ら
れ
て
よ
L

り
十
三
日
後
の
四
月
二
十
ど
口
仁
至
'
り
、
議
算
案
は
漸
く
下
院

蛍
時
反
艶
振
が
政
、
府
を
罵
つ

を
通
過
し
北
る
な
L

り。

(
上
院
以
翌
二
十
八
日
之
を
可
決
せ
ん
)
。
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28 

て
焚
前
捌
猿
首
領
レ
ッ
ド
モ
ン
ド
の
憾
伎
に
甘
ん
歩
と
ム
一
一
口
ひ
し
以
、
必
ホ
ノ
し

4
理
由
な
き
仁
非
ふ
れ

J
O

愛
描
附
猿
以
貨
仁
其
手
中
仁
政
府
の
死
活
を
怒
れ
る
な

b
o

山
総
ふ
に
自
由
議
拡
早
く
'
院
に
ル
ピ

コ
ン
を
波
ょ
ッ
、
急
激
な
る
新
政
策
仁
移
れ
ら

tι
縦
号
、
上
院
問
題
仁
付
前
誌
の
如
を
態
度
を
取
ふ

に
歪
れ
る
り
、
同
盟
諸
紫
仮
と
の
関
係
仁
図
る
乙
と
大
な
る
は
、
敢
て
疑
を
容
れ
歩
。

然
ら
ば
変
蔚
紫
、
が
特
別
仁
上
院
問
題
仁
熱
必
な
る
ほ
何
故
な
る
乎
。

此
は
愛
蘭
白
、
治
問
題

の
成
行
を
知
れ
る
者
の
容
易
仁
了
解
し
得
る
所
な
る
べ
し
。

愛
蘭
議
の
迎
恕
は
唯
愛
闘
の
自

而
し
て
此
自
治
以
上
院
の
椛
カ
を
制
限
せ
ぎ
る
限

b
賀
行
を
期
し
難
を
乙
之
、
彼

治
仁
義
t
り。

等
が
二
十
飴
年
の
経
験
上
確
信
す
る
所
な
ム
ノ
。

故
に
自
由
裳
仁
し
て
上
院
様
カ
制
限
の
方
針

を
取
ら
ん
仁
杉
、
彼
等
愛
蘭
設
は
他
の
諸
問
題
を
犠
牲
之
潟
す
号
、
極
力
之
を
助
く
べ
く
、
若
し
然

ら
も
d

ら
ん
に
は
直
に
反
隔
の
態
度
を
示
す
ぺ
し
。

然
活
自
由
議
内
閣
が
愛
蘭
猿
を
し
て
兆
円
き

去
ら
'
し
む
る
を
得
、
c
る
地
位
に
在
る
は
、
上
に
ふ
一
一
口
ヘ

る
が
如
し
。

是
に
於
て

か
愛
蘭
自
治
問
題
が
英
閣
の
現
政
局
仁
至
大
の
閥
係
を
布
ず
る

h

と
は
、
自
然
一
読
者

の
眼
中
に
明
な
る
べ
し
。

而
し
て
其
の
関
係
あ
よ
り
と
一
五
ふ
は
、
必
ヂ
し
オ
可
愛
酪
関
誌
が
此
問
題
の

必
中

J

し
宅
自
由
議
及
愛
蘭
議

結
果
と
し
て
上
院
纏
カ
制
限
仁
熱
中
す
る
が
匁
の
み
仁
非
ホ
J

。

喧
" 

Fτ 

iる

宅ー

.!!，¥? ， 

葱
鼠
叫
日
開
時

&
時
括
占

sd州
門
出
品
市

の
脇
盟
が
之
を
基
礎
と
し
て
成
立
せ
る
が
翁
の
み
仁
非
歩
。

レ
ヲ
且

レ

Y
A
M
ノ
ム
を
強
ゆ
る
の

機
関
i
し
し
て
の
貴
核
院
の
効
能
が
近
時
新
に
認
め
ら
る
、
仁
至

b
北
る
は
、
安
仁
此
問
題

国

.る。

英
闘
民
が
鹿
川
氏
院
以
外
仁
叶
m
械
設
的
否
認
縫
い
を
有
す
る
第
二
院
の
存
在
の
必
要
を
新
ぷ二

戚

-ポ
J

る
い
L

至

b
t
る
は
ピ
貨
仁
此
問
題
に
図
る
。

費

一
八
九
三
年
貴
族
院
が
自
治
案
を
否
決
し

て
捌
民
の
大
嶋
釆
を
博
し
た
る
以
来
、
其
地
位
復
活
し
北
る
の
観
あ
る
は
、
手
ふ
可
ら
ぎ
る

事
責

な

印
私
ノ
愛
、
蘭
問
題
拡
白
由
黛
を
し
て
今
日
の
地
位
を
保
つ
を
得
せ
し
む
る
者
な
る

と
共

じ
、
丸
岡
議
を
し
て
現
在
の
困
難
を
戚
廿
し
む
る
重
大
原
因
よ
し
な
れ
る
な
ら

F
O

自
由
熊
は
此
問

題
の
処
仁
愛
蘭
熊
の
後
援
を
得
つ

、
あ
る
-
号
、
同
時
じ
其
反
封
波
統
一
紫
は
此
問
題
の
翁
に
貴

~ 

絞
院
及
一
多
数
英
人
の
助
勢
を
受
け
つ
-
B

み
る
乙
と
少
が
ら
み
少
。

自
由
詩
内
践
の
ほ
桃
山
系
を
し
〈

成
立
せ
し
め
ん
仁
は
、
愛
蘭
白
治
の
如
き
第

一
品
一
夜
仁
賛
行
せ
ら
叫
点
、
に
至
る
べ
し
と
は
、
最
唱
強

く
多
数
作
品
川
人
の
紳
綬
を
刺
激
す
る
紡
に
し
て
、
此
事
情
は
上
院
問
題
じ
関
す
る
論
争
に
於
て
、
非

常
に
上
院
並
に
統
一
党
r
L

有
利
な
る
結
果
を
生

b
勺
/
丸
、
あ
る
な
ら
。

英
閥
政
界
に
愛
繭
問
題

な
く
、
白
山
議
亦
此
問
題
の
然
じ
奮
戦
し

-t
る
の
歴
史
を
有
せ
歩
ん
、
ば
、
或
‘
は
上
院
機
力
制
限
問

29 

態
省
今
日
の
如
〈
に
区
灘
を
惹
起
さ
歩
、
自
由
紫
亦
之
が
潟
仁
現
在
の
如
く
苦
境
仁
立
大
幅
d

t
り

実
関
の
賞
族
院
問
題

二
七
五



務
闘
の
貴
族
院
問
題

二
七
六

30 

し
な
ら
ん
。

亦
是
れ
巴
む
を
得
合
る
の
数
乎
。

自
由
黛
内
閣
の
議
合
法
案
は
未
だ
下
院
の
討
議
に
上
ら
歩
、
英
図
貴
挨
院
問
題
は
今
や
休
戦

一
一
利
は
一
容
を
件
ふ
。

の
姿
仁
在
。
。

ヱ
ド
り
!
ド
レ
七
世
の
崩
御
後
、
自
由
統
一
一
雨
振
の
領
袖
は
新
時
局
仁
顧
み
る
所

み
ん

J

、
成
る
べ
く
危
機
の
機
長
を
避
け
ん
が
北
め
妥
協
の
愈
を
求
め
ん
と
欲
し
、
舎
見
を
重
ね

t

b
と
蛾
弘
、
未
だ
何
等
の
要
領
を
得
ぎ
る
が
如
し
。
想
ふ
に
自
由
議
は
英
の
戦
闘
力
に
就
て
必

中
不
安
に
堪
へ
も
d

る
者
あ
J

り
。
叉
統
一
殺
は
未
だ
濁
力
以
て
政
局
を
支
臨
し
得
る
だ
け
の
安

カ
を
有
せ
歩
。
故
に
彼
舎
は
共
に
妥
協
成
立
を
有
利
と
せ
ん
。
然
も
愛
蘭
議
及
傍
働
紫
は
姑

息
な
る
妥
協
に
爆
裂
弾
を
投
甘
ん
と
欲
し
て
決
皆
監
税
し
つ
つ
あ
1

リ
。
今
後
の
成
行
架
し
て

此
際
仁
於
て
予
の
断
士
一
目
す
る
を
得
る
は
、
議
命
日
鉱
案
仁
重
大
な
る
紋
黙
を
合
み
、
危
機
の

H
H
立
リ
O

A
M
n
r下

解
決
亦
非
常
仁
困
難
な
る
が
如
き
も
二
八
三
二
年
以
来
の
民
主
的
急
激
的
大
傾
向
は
、
唯
縫
ひ

あ
っ
て
混
く
を
知
ら
ぎ
る
ぺ
念
事
、
印
も
是
れ
の
み
。
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勘

重

E・圃薗

快
梁
の
増
進
叉
は
苦
痛
・
の
減
少
を
目
的
y

こ
せ
る
身
髄
の
外
部
の
運
動
と
然
ム
リ
て
現
は
れ
ん

と
す
る
傾
向
を
有
す
る
必
意
の
情
的
統
態
之
を
縛
し
て
衝
動
E

三
五
ふ
。

統
仁
一
種
の
情
的
状

態
な
る
以
上
、
快
一
換
を
求
め
叉
は
苦
痛
を
避
け
ん
と
す
る
戚
情
の
之
仁
倖
ふ
唱
の
な
か
る
可
ら

合
る
は
勿
論
、
此
戚
情
に
件
ふ
に
真
仁
之
を
慰
せ
ん
と
す
る
一
定
の
身
機
的
態
動
を
法
起
す
の

術
一
一
向
を
以
て
せ
含
る
に
於
て
は
五
日
入
拡
之
を
街
動
と
名
づ
く
る
を
得
、
チ
。

向
あ
ち
と
す
る
宅
其
運
動
の
目
的
を
多
少
意
識
す
る
に
非
合
れ
ば
等
し
く
之
を
衝
動
と
一
五
ふ

を
得
ー
す
。
快
集
及
び
苦
痛
の
戚
、
情
が
人
類
を
し
て
不
明
瞭
な
ら
合
る
恐
多
少
某
目
的
を
意
識

せ
る
一
定
の
欲
求
一
を
鋳
ず
の
性
癖
を
生
性
し
ひ
る
時
は
其
戚
情
は
此
に
-
初
て
衝
動
と
し
て
現

は
る
、
な
t
九
故
に
動
物
の
場
合
に
於
け
る
所
謂
、
本
能
は
朗
も
人
類
.
に
於
け
る
衝
動
仁
相
品
回

訓
す
る
も
の
に
し
て
、
普
人
が
草
純
な
る
戚
情
的
動
機
仁
駅
ち
れ
学
ば
鉱
山
意
識
的
仁
常
広
一
定
の
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